
証券コード 4598
2022年６月７日

株 主 各 位
徳島県徳島市川内町宮島錦野37番地の５
Delta-Fly Pharma株式会社
代表取締役社長 江 島 淸

第12回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第12回定時株主総会を下記の通り開催いたしますので、ご

通知申し上げます。
なお、当日のご出席に代えて、インターネットまたは書面（郵送）により議決権を

行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討の上、
３～４ページに記載のご案内に従って、2022年６月28日（火）午後５時30分までに
議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬 具
記

１. 日 時 2022年６月29日（水曜日）午前10時
（受付開始 午前９時30分）

２. 場 所 徳島県徳島市寺島本町西１丁目61番地
JRホテルクレメント徳島 ４階 クレメントホール
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３. 目 的 事 項
報 告 事 項 第12期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）

事業報告及び計算書類報告の件
決 議 事 項
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役８名選任の件
第３号議案 監査役３名選任の件
第４号議案 補欠監査役１名選任の件

以 上
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
＜新型コロナウイルスをはじめとする感染予防に関するお知らせ＞
新型コロナウイルスの感染症拡大が続いております。多くの株主様が集まる株主総

会は、集団感染のリスクがあります。事情をご賢察の上、当日のご来場を見合わせて
いただくことをご検討くださいますようお願い申し上げます。

当日のご出席に代えて、スマートフォン等によるインターネット行使または書面
（郵送）による行使が可能でございます。是非、事前の議決権行使をご活用ください。

新型コロナウイルスをはじめとする感染予防及び拡散防止のため、当日スタッフは
マスク着用にて対応させていただく場合があります。株主総会にご出席される株主様
におかれましても、株主総会開催日現在の感染状況やご自身の体調をお確かめの上、
マスク着用などの感染予防対策にご配慮いただきますようお願い申し上げます。

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くだ
さいますようお願い申し上げます。

株主総会へご出席される皆様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解くだ
さいますようお願い申し上げます。

なお、株主総会参考書類並びに事業報告及び計算書類に修正が生じた場合は、修正
後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト（アドレスhttps://www.delta-
flypharma.co.jp/）に掲載させていただきます。

― 2 ―



インターネットによる
議決権の行使の場合

行使期限
2022年６月28日（火曜日）
午後５時30分まで

行使期限
2022年６月28日（火曜日）
午後５時30分到着

株主総会開催日時
2022年６月29日（水曜日）

午前10時

郵送による
議決権の行使の場合 株主総会へのご出席

インターネットまたは書面（郵送）による議決権行使について
株主総会にご出席されない場合、次のいずれかの方法により議決権をご行使いただ

くことができます。議決権は行使期限の2022年６月28日（火曜日）午後５時30分ま
でにご行使ください。

１．インターネットによる議決権行使
（１）「スマート行使」による方法

①同封の議決権行使書用紙右片に記載のQRコード※１をスマートフォン等※２にて
お読み取りいただき、当社指定の「スマート行使」ウェブサイトへアクセス
した上で画面の案内に従って賛否をご入力ください（議決権行使コード
（ID）及びパスワードのご入力は不要です）。
②「スマート行使」による議決権行使は１回に限らせていただきます。
議決権行使後に賛否を修正される場合は、下記（２）の方法により再度ご行
使いただく必要があります。

（２）議決権行使コード（ID）・パスワード入力による方法
①当社指定の「議決権行使ウェブサイト」（下記URL）にアクセスしていただ
き、同封の議決権行使書用紙右片の裏面に記載の議決権行使コード（ID）及
びパスワードにてログインの上、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
なお、パスワードは初回ログインの際に変更していただく必要があります。

https://soukai.mizuho-tb.co.jp/
②議決権行使コード（ID）及びパスワード（株主様が変更されたものを含みま
す）は株主総会の都度、新たに発行いたします。

③パスワードは、ご行使される方が株主様ご本人であることを確認する手段で
すので大切にお取り扱いください。パスワードを当社（株主名簿管理人）よ
りおたずねすることはありません。

④パスワードは一定回数以上連続して誤ったご入力をされると使用できなくな
ります。その場合、画面の案内に従ってお手続きください。
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２．書面（郵送）による議決権行使
同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、行使期限までに到着するようご

返送ください。ご返送の際は同封の記載面保護シールをお使いになれます。

３．その他
（１）議決権行使は行使期限内に当社（株主名簿管理人）に到着したものが有効とな

りますので、お早めにご行使いただきますようお願いいたします。
（２）議決権を議決権行使書面とインターネットの双方でご行使いただいた場合は、

インターネットによるものを有効とします。インターネットにより複数回ご行
使いただいた場合は、最後にご行使いただいたものを有効とします。

（３）インターネット接続・利用に関する費用は株主様のご負担となります。
（４）インターネットによる議決権行使の各方法は一般的なインターネット接続機器

にて動作確認を行っておりますが、お使いの機器やその状況によってはご利用
いただけない場合があります。

４．お問い合わせ先について
ご不明の点は、株主名簿管理人である
みずほ信託銀行 証券代行部までお問い合わせください。

【「スマート行使」「議決権行使ウェブサイト」の操作方法等に関するお問い合わせ先】
フリーダイヤル 0120-768-524（年末年始を除く 9：00～21：00）

以 上
※１．「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
※２．QRコードを読み取れるアプリケーション（または機能）が導入されていることが必要です。
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（提供書面）

事 業 報 告

（2021
2022

年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

１．会社の現況
（1）当事業年度の事業の状況
① 事業の経過及び成果

当事業年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症のワクチン接
種の普及等により、年末にかけて、社会生活や経済活動は回復の兆しを見せた
ものの、年明けからオミクロン株感染拡大により過去最多の蔓延拡大に加え、3
月にはウクライナ情勢等に起因する世界的なエネルギー、食糧等の安定的な供
給不安など、経済活動の停滞が懸念されることから、先行きは依然として不透
明な状況が続いております。
この様な経済状況の中、世界の医薬品業界は、前年度に続き新型コロナウイ

ルスの広範囲な感染拡大によって、医薬品製造に必要な物資の移動制限や、新
薬開発における臨床試験の遅延などが発生し、成長が鈍化してきております。
パンデミックに対応するための抗ウイルス薬やワクチンの開発が、米国を中心
として急速に進められ、複数回に亘るワクチン接種も進められております。一
方、わが国においては、継続的な医療費抑制の推進による影響を受け、引き続
き厳しい状況が予想されています。
当社では、がん患者の高齢化による治療への懸念や新薬の高額化による費用

への不安が進む中、経済的にも安心して家族のがん患者にも勧められる治療法
を提供することを目指して、「モジュール創薬」に基づく研究開発に取り組み、
各パイプラインの臨床開発を前進させました。
抗がん剤候補化合物DFP-10917は、米国における臨床第３相試験の症例登録

を進めました。多くの医療機関で新型コロナウイルス感染拡大による影響を受
けておりますが、治験対象範囲の拡大や治験参加施設の拡大などの対応を行い、
現在も臨床試験を継続しています。また、日本におけるライセンスパートナー
の日本新薬㈱が国内の臨床第１相試験の症例登録を始めています。抗がん剤候
補化合物DFP-14323は国内における臨床第２相試験の症例登録を完了し、無増
悪生存期間と全生存期間を明らかにするための経過観察を終了しました。抗が
ん剤候補化合物DFP-17729は国内における臨床第１／２相試験を開始し、第２
相試験部分の症例登録の完了まで進めました。抗がん剤候補化合物DFP-11207
は治験薬の製造を行い、臨床第２相試験の開始に向けて、新型コロナウイルス
感染拡大の影響の少ない日本での実施の検討を開始しました。抗がん剤候補化
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合物DFP-14927は、米国において臨床第１相試験を進め、第６段階の投与量ま
での安全性が確認できました。また、抗がん剤候補化合物DFP-10825は日本に
おける臨床第１相試験の開始に向けて、治験用原薬の製造並びに前臨床試験を
実施しました。
以上の結果、当事業年度の事業収益は、日本ケミファ㈱とのライセンス契約

によるDFP-14323に係る契約一時金とDFP-17729に係るマイルストーン収入
を取得したことに伴い、300百万円（前事業年度と同額）となりました。事業
費用につきましては、開発パイプラインの臨床試験における医療機関並びに症
例数の増加、次試験に向けた治験薬となる原薬や製剤の製造などを進めたこと
などに伴い、1,261百万円（前事業年度比9.5％の増加）となりました。この結
果、営業損失は961百万円（前事業年度は852百万円の損失）、経常損失は964
百万円（前事業年度は859百万円の損失）、当期純損失は967百万円（前事業年
度は862百万円の損失）となりました。
なお、当社は医薬品事業のみの単一セグメントであるため、セグメント別の

経営成績を記載しておりません。

② 設備投資の状況
当事業年度中において重要な設備投資はありません。

③ 資金調達の状況
当社は、当事業年度中に、新株予約権の行使を受けたことにより、121百万

円の資金を調達しております。

― 6 ―



（2）直前３事業年度の財産及び損益の状況

区 分 第 ９ 期
（2019年３月期）

第 10 期
（2020年３月期）

第 11 期
（2021年３月期）

第 12 期
（当事業年度）
（2022年３月期）

事 業 収 益（百万円） ― 100 300 300

経常損失（△）（百万円） △671 △1,552 △859 △964

当期純損失（△）（百万円） △673 △1,555 △862 △967

１ 株 当 た り
当期純損失（△） （円） △170.16 △348.32 △187.34 △178.58

総 資 産（百万円） 3,567 2,162 2,161 1,324

純 資 産（百万円） 3,504 2,056 2,078 1,233

１株当たり純資産 （円） 801.93 456.47 390.87 227.41
（注）2018年６月23日開催の第８回定時株主総会決議により、2018年６月25日付で普通株式１株につ

き500株の株式分割を行っておりますが、第９期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１
株当たり当期純損失（△）及び１株当たり純資産を算定しております。

（3）重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況
該当事項はありません。

（4）対処すべき課題
当社は、「モジュール創薬」により、安心して家族のがん患者に勧められる治療

法を提供することを目指しています。この様な背景の下で、当社は、次の対処す
べき課題に取り組んでまいります。
① DFP-10917の開発推進

再発・難治性急性骨髄性白血病治療剤のDFP-10917は、米国における臨床第
３相試験の症例登録を進めました。ほとんどの医療機関で新型コロナウイルス
感染拡大による影響がでていますが、治験対象範囲の拡大や治験参加施設の拡
大などの対応をし、症例登録への影響を少なくする対策などで臨床試験を継続
しています。また、日本における独占的開発及び販売のライセンス契約を締結
している日本新薬㈱に対しては、国内での臨床第１相試験が円滑に進むように、
継続して支援してまいります。なお、日本以外のテリトリーについては、米欧
並びにアジアの提携パートナーと協議を進めており、再発・難治性急性骨髄性
白血病の治療においてグローバル展開を目指してまいります。
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② DFP-14323の開発推進
がん免疫機能調整剤のDFP-14323は、日本国内における臨床第２相試験の症

例登録を完了し、無増悪生存期間や全生存期間を明らかにするための経過観察
を終了しました。この臨床試験データに基づいて、独立行政法人医薬品医療機
器総合機構（PMDA）への医薬品申請前相談の準備と臨床第３相試験（大規模
比較試験）の計画を進めるとともに、日本における独占的販売のライセンス契
約を締結している日本ケミファ㈱やこのデータに高い関心を示している海外の
製薬企業の協力とともに、臨床第３相試験の加速を目指してまいります。

③ DFP-17729の開発推進
がん微小環境改善剤のDFP-17729は、国内における臨床第１／２相試験を開

始し、第２相試験部分の症例登録の完了まで進めました。臨床第２相試験部分
を早急に実施し、その結果に基づいて効果と安全性を評価し、日本における独
占的販売のライセンス契約を締結している日本ケミファ㈱からの協力を得て、
臨床第３相試験への移行や、医薬品医療機器総合機構（PMDA）への承認申請
などの可能性についても検討してまいります。

④ その他の開発推進
当社は、DFP-11207、DFP-14927及びDFP-10825などの複数の開発品を

保有しています。
がん細胞代謝調節剤のDFP-11207については、日本での臨床第２相試験の実

施に向けて検討を開始しており、日米欧並びにアジアにおける提携パートナー
の確保を目指してまいります。
抗がん剤高分子デリバリーのDFP-14927については、米国において臨床第１

相試験を進め、推奨投与量を確定した後、前期第２相試験に相当する拡大試験
に移行させてまいります。
核酸医薬デリバリーのDFP-10825については、臨床第１相試験の開始に向け

た治験薬の準備及び前臨床試験を進め、国内外の会社から支援を受けながら、
更に開発を進めてまいります。

これら複数の開発品を世界の主要国において承認を取得するためには、臨床
試験を実施するための開発体制の強化と開発資金の確保が課題となります。こ
のため、当社は提携パートナーの獲得を目指しながら、公募増資や新株予約権
の行使で調達した資金を計画的に投入して開発の推進を図ってまいります。

― 8 ―



⑤ 開発パイプラインの充実
当社は、「モジュール創薬」により新しい抗がん剤候補化合物の探索研究を行

っており、これらの候補化合物を開発パイプラインに載せられる段階まで推進
するためには、開発資金の確保が課題となります。

⑥ 財務体質の強化
当社は、多額の研究開発費用が先行して必要となるため、継続的な営業損失

が発生するとともに営業キャッシュ・フローもマイナスとなる傾向があり、そ
のため、財務体質の強化が課題となります。今後は、ライセンス契約の締結を
始めとした国内外のパートナーとの提携、研究開発活動の適切なコントロール
に加え、株式市場や金融機関からの資金調達等により、更なる財務体質の強化
に努める方針です。

⑦ 人材の獲得
当社は、研究開発のマネジメント業務に特化し、外部の人材紹介企業を有効

活用することにより、小規模な組織で効率的な運営を行っております。しかし
ながら、上記の通り、今後開発品の増加が見込まれるため、適切な人材確保を
図っていく方針です。

（5）主要な事業内容（2022年３月31日現在）
当社は、新規抗がん剤の開発事業を主要な事業としております。主要な開発パ

イプラインは以下の通りです。
開発品

（投与方法） 作用機序 対象疾患 開発段階
（開発地域） 提携会社

DFP-10917
（持続静注）

がん細胞周期調節
（細胞周期G2/M期停止）

再発・難治性
急性骨髄性白血病

第３相試験中
（米国） ―

第１相試験中
（日本） 日本新薬㈱

DFP-14323
（経口）

がん免疫機能調整剤
（抗腫瘍免疫能活性化） 肺がん等 第２相試験中

（日本） 日本ケミファ㈱

DFP-11207
（経口）

がん細胞代謝調節剤
（チミジル酸シンターゼ阻害）

固形がん
（膵がん等）

第２相準備中
（米国） ―

DFP-14927
（静注）

抗がん剤高分子
デリバリー

固形がん
（血液がん）

第１相試験中
（米国） ―

DFP-17729
（経口）

がん微小環境改善剤
（Na+/H+交換輸送体阻害）

固形がん
（膵がん他）

第１/２相試験中
（日本） 日本ケミファ㈱

DFP-10825
（腹腔内）

核酸医薬デリバリー
（チミジル酸シンターゼ産生阻害）

腹膜播種転移がん
（胃がん、卵巣がん） 前臨床試験中 ―
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（6）主要な営業所及び工場（2022年３月31日現在）
本 社 徳島県徳島市川内町宮島錦野37番地の５

事 業 所
東京事務所：東京都中央区
北京事務所：中国北京市朝陽区
バンクーバー事務所：カナダブリティッシュコロンビア州

（7）使用人の状況（2022年３月31日現在）
使用人数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

12（－）名 １名増（１名減） 54.0歳 6.0年
（注）使用人数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であ

り、パート及び嘱託社員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

（8）主要な借入先の状況（2022年３月31日現在）
該当事項はありません。

（9）その他会社の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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２．株式の状況（2022年３月31日現在）
（1）発行可能株式総数 14,420,000株
（2）発行済株式の総数 5,419,600株

（注）新株予約権の権利行使により、発行済株式の総数は105,000株増加しております。
（3）株主数 4,025名
（4）大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

江 島 淸 775,000株 14.3％

ＭＳＩＰ ＣＬＩＥＮＴ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ 322,100 5.9

NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB) 265,300 4.9

株 式 会 社 Ｓ Ｂ Ｉ 証 券 160,634 3.0

三 洋 化 成 工 業 株 式 会 社 150,000 2.8
BBH/SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LIMITED
(LONDON BRANCH)/SMTTIL/JAPAN SMALL CAP FUND CLT AC 146,800 2.7

ニッセイ・キャピタル６号投資事業有限責任組合 111,300 2.1

協 和 化 学 工 業 株 式 会 社 100,000 1.8

ニッセイ・キャピタル４号投資事業有限責任組合 91,700 1.7

上 野 投 資 株 式 会 社 91,000 1.7
（注）持株比率は自己株式（157株）を控除して計算しております。
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３．新株予約権等の状況
（1）当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付

された新株予約権の状況
第 ３ 回 新 株 予 約 権

発 行 決 議 日 2020年12月８日

新 株 予 約 権 の 数 750個
新 株 予 約 権 の 目 的 と な る
株 式 の 種 類 と 数

普通株式 75,000株
（新株予約権１個につき100株）

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権１個当たり1,000円
新株予約権の行使に際して
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個当たり155,300円
（１株当たり1,553円）

権 利 行 使 期 間 2020年12月24日から2030年12月23日まで

行 使 の 条 件 （注）

役 員 の
保有状況

取 締 役
（社外取締役を除く）

新株予約権の数 700個
目的となる株式数 70,000株
保有者数 ４名

社 外 取 締 役
新株予約権の数 30個
目的となる株式数 3,000株
保有者数 ３名

（注）新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権の割当日から行使期間の終期に至るまでの間に東京証券取引所における当社普通
株式の普通取引終値の１ヶ月間（当日を含む21取引日）の平均値が一度でも行使価額に40％
を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存する全ての本新株予約権を行使価額で行使
期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当すると
きはこの限りではない。
（a）当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
（b）当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していな

かったことが判明した場合
（c）当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされ

ていた事情に大きな変更が生じた場合
（d）その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場

合
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を
超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

④ 各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

（2）当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状
況
該当事項はありません。
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４．会社役員の状況
（1）取締役及び監査役の状況（2022年３月31日現在）
会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 江 島 淸

取 締 役 飯 塚 健 蔵 研究開発部門担当

取 締 役 松 枝 康 雄 事業戦略部門担当

取 締 役 黒 滝 健 一 管理部門担当

取 締 役 板 東 良 彦

取 締 役 岸 井 幸 生 岸井幸生公認会計士事務所 代表
LBAアドバイザリー㈱ 代表取締役

取 締 役 小 南 欽一郎 テック＆フィンストラテジー㈱ 代表取締役

取 締 役 谷 口 明 史

常 勤 監 査 役 前 田 真 明

監 査 役 木 村 正 弥 ㈱アイ・エム・ケー・ライフサイエンス 代表取締役

監 査 役 山 本 昇 平 ㈱Necusto 代表取締役
（注）１．取締役板東良彦氏、岸井幸生氏、小南欽一郎氏及び谷口明史氏は、社外取締役であります。

２．監査役前田真明氏及び山本昇平氏は、社外監査役であります。
３．常勤監査役前田真明氏は、金融機関での長年の業務経験があり、財務及び会計に関する相当
程度の知見を有しております。

４．2021年６月29日開催の第11回定時株主総会終結の時をもって、篠原健氏は任期満了により
取締役を退任いたしました。

５．当社は、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として
指定し、同取引所に届け出ております。

（2）責任限定契約の内容の概要
当社は、各社外取締役及び各監査役との間で、会社法第427条第１項の規定に

基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低
責任限度額としております。

（3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、当社取締役及び当社監査役を被保険者として、会社法第430条の３第

１項に規定する役員等賠償責任保険契約を、保険会社との間で締結しております。
保険料は会社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。
当該保険契約では、被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、保

険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合に、被保険者が負担す
ることとなる損害賠償金及び争訟費用等の損害を補填することとされています。
但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は
補填されないなど、一定の免責事由があります。
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（4）取締役及び監査役の報酬等
① 当事業年度に係る報酬等の総額

区 分 報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数
（名）基本報酬 業績連動

報酬等
非金銭
報酬等

取 締 役
（うち社外取締役）

79,425
（13,800）

79,425
（13,800）

－
（－）

－
（－）

９
（５）

監 査 役
（うち社外監査役）

8,400
（5,400）

8,400
（5,400）

－
（－）

－
（－）

３
（２）

合 計
（うち社外役員）

87,825
（19,200）

87,825
（19,200）

－
（－）

－
（－）

12
（７）

（注）１．上表には、2021年６月29日開催の第11回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役１
名（うち社外取締役１名）を含んでおります。

２．取締役の報酬限度額は、2021年６月29日開催の第11回定時株主総会決議において年間総額
300百万円以内（うち、社外取締役分40百万円以内）と決議しております（使用人兼務取締
役の使用人分給与は含まない）。当該株主総会終結時点の取締役の員数は８名（うち、社外
取締役４名）であります。

３．監査役の報酬限度額は、2021年６月29日開催の第11回定時株主総会決議において、年間総
額30百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は３名でありま
す。

４．当事業年度の取締役報酬の決定は、2021年６月29日開催の取締役会決議で決定しておりま
す。また、監査役報酬の決定は、2021年６月29日開催の監査役会決議で決定しております。

② 当事業年度に支払った役員退職慰労金
該当事項はありません。

③ 役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方

針を、以下の通り決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報

酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合して
いることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
ａ．基本方針

当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブと
して十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の
報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針と
する。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、
業績連動報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その
職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
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ｂ．基本報酬に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、年額の固定報酬とし、役位、職責、在任年数

に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合
的に勘案して決定するものとする。原則として報酬年額の12分の１を毎月社
員の給与の支払日に支払う。

ｃ．業績連動報酬等に関する方針
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業

績指標KPIを反映した現金報酬とし、各事業年度の会社の事業計画及び各役
員が担う計画（営業利益など）の目標値に対する達成度合いに応じて算出さ
れた額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。目標となる業績指標とそ
の値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変
化に応じて取締役会の答申を踏まえた見直しを行うものとする。

ｄ．報酬等の割合に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模

や関連する業種・業態に属する企業を参考とする報酬水準を踏まえ、上位の
役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とし、取締役会において検討
を行う。取締役会（ｅ．の委任を受けた代表取締役社長）は検討内容を尊重
し，当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬
等の内容を決定することとする。
なお、業績連動報酬等の支給については、原則として、当社業績が黒字化

されることを前提とし、黒字化した場合、改めて、取締役会において検討を
行うものとする。

ｅ．取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長江島淸が

その具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締
役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分
とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使される
よう、取締役会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任をうけた代
表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定をしなければならないことと
する。当該委任をした理由は、会社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の業
績成果等を適切に判断するには、代表取締役社長が適任であると判断したた
めである。
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④ 社外役員が親会社等または親会社等の子会社等から受けた役員報酬等の総額
該当事項はありません。

（5）社外役員に関する事項
① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
・社外取締役の岸井幸生氏は、岸井幸生公認会計士事務所代表及びLBAアドバ
イザリー㈱の代表取締役ですが、各兼職先と当社との間には特別な利害関係
はありません。

・社外取締役の小南欽一郎氏はテック＆フィンストラテジー㈱代表取締役です
が、兼職先と当社との間には特別な利害関係はありません。

・社外監査役の山本昇平氏は、㈱Necustoの代表取締役ですが、兼職先と当社
との間には特別な利害関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況

区 分 氏 名 取締役会への
出 席 状 況

監査役会への
出 席 状 況

活動状況及び期待される役割に
関して行った職務の概要

取締役 板 東 良 彦 14回中14回 ―
出席した取締役会において、製
薬企業での豊富な経験と実績を
活かし、適宜必要な発言を行っ
ております。

取締役 岸 井 幸 生 14回中14回 ―

出席した取締役会において、公
認会計士及び税理士としての専
門性に基づく豊富な経験と実績
を活かし、適宜必要な発言を行
っております。

取締役 小 南 欽一郎 14回中14回 ―

出席した取締役会において、投
資銀行業務におけるバイオ分野
での豊富な経験と実績を活か
し、適宜必要な発言を行ってお
ります。

取締役 谷 口 明 史 11回中11回 ―
出席した取締役会において、弁
護士としての専門性に基づく豊
富な経験と実績を活かし、適宜
必要な発言を行っております。

監査役 前 田 真 明 14回中14回 13回中13回
出席した取締役会及び監査役会
において、銀行での豊富な経験
と実績を活かし、適宜必要な発
言を行っております。

監査役 山 本 昇 平 14回中14回 13回中13回
出席した取締役会及び監査役会
において、製薬企業での経験や
豊富な経営実績を活かし、適宜
必要な発言を行っております。

（注）取締役谷口明史氏の取締役会への出席状況は、2021年６月29日の取締役就任以降、当事業年度
に開催された取締役会の回数を記載しております。
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５．会計監査人の状況
（1）名称 三優監査法人

（2）報酬等の額
報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 16百万円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 16百万円
（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づ

く監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業
年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出
根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額
について同意の判断をいたしました。

（3）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
取締役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると

判断した場合は、監査役会の同意を得た上で、または、監査役会の請求に基づい
て、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることといたし
ます。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当する

と認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会にお
きまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
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６．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
（1）業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その
他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は、以下の
通りであります。
① 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

毎月開催される取締役会には、原則として全ての役員が出席するものとし、
各取締役は職務の執行状況について報告し、監査役は取締役の職務の執行状況
を監督する。また、監査役による日常の業務監査によって、取締役の職務の執
行が法令及び定款に適合しているか監視する。
② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報及び文書については、文書管理規程及び機密
情報管理規程に従い適切に保存及び管理を行い、取締役及び監査役が常時閲覧
できる体制とする。また、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直しを
行うものとする。
③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

リスク管理規程を制定し、リスク管理責任者並びにリスクへの対応手続を明
確化することで、部署横断的なリスク管理体制を構築する。定期的にリスク管
理に関する情報共有の場を設け、リスクを低減するための施策を講じるほか、
実際にリスクが顕在化した場合には、リスクの内容及びそれがもたらす損失の
程度等についてリスク管理責任者が検討を行い、直ちにトップマネジメントそ
の他の関係者に報告される体制とする。
④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

経営計画のマネジメントについては、経営理念及び経営基本方針に基づき毎
年策定される年度事業予算に従い、各業務執行ラインにおいて目標達成のため
の活動を行うものとする。また、経営目標が当初の予定通りに進捗しているか、
業績報告を通じて定期的に検証を行う。
業務執行のマネジメントについては、取締役会規程において定められている

事項及びその付議基準に該当する事項については全て取締役会に付議すること
を遵守し、その際には経営判断の原則に基づき、事前に議題に関する十分な資
料が全役員に配付される体制をとるものとする。
日常の職務遂行に際しては、職務権限規程、業務分掌規程等に基づいて権限

の委譲を行い、各レベルの責任者が意思決定ルールに従い業務を遂行するもの
とする。
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⑤ 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
全使用人に法令及び定款の遵守を徹底させるため、コンプライアンス規程を

制定し、行動基準の周知を図るとともに、万一コンプライアンスに関連する事
態が発生した場合には、速やかに監査役、顧問弁護士及びトップマネジメント
に報告される体制を構築する。また、これらの実効性を高めるため、定期的に
研修会を開催し、コンプライアンスに対する関心と知識の向上を図るものとす
る。同時に、内部通報制度を導入し、法令及び定款に違反する行為を早期に発
見できる体制を構築する。
⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該

使用人に関する事項
内部監査を担当する内部監査人を監査役の職務を補助すべき担当とし、監査

役の求めに応じて内部監査スタッフがその任に当たる。
⑦ 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役の職務を補助すべき使用人の任命、異動等については、事前に監査役
会の同意を得るものとする。また、当該使用人の人事評価に際しては、監査役
の意見を聴取するものとする。
⑧ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告

に関する体制
取締役及び使用人は、監査役の求めに応じて必要な報告及び情報提供を行う

ものとする。なお、当該報告及び情報提供の主なものは、次の通りとする。
イ．会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実
ロ．内部統制システム構築に関わる部門の活動状況
ハ．内部監査部門の活動状況
ニ．重要な会計方針、会計基準及びその変更
ホ．業績及び業績見込の発表内容、重要開示書類の内容
ヘ．内部通報制度の運用及び通報の内容
ト．稟議書及び監査役から要求された会議議事録の回付の義務付け
⑨ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受

けないことを確保するための体制
前号の報告を行った者に対し、当該報告を行ったことを理由として、不利な

取り扱いを行うことを禁止し、これを周知徹底する。
⑩ 監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関す

る事項
監査役の職務の執行について生じる費用等を支弁するため、一定額の予算を

設ける。監査役がその職務の執行につき、費用の前払等を請求したときは、請
求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明し
た場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
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⑪ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役、内部監査人及び監査法人の三者による意見交換会を定期的に開催す

るものとする。また、監査役は、必要に応じて外部専門家の意見を聴取する機
会を与えられるものとする。

（2）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下の通りであります。
取締役会は社外取締役４名を含む８名で構成され、社外監査役２名を含む監査

役３名も出席しており、各業務執行取締役から業務執行の状況の報告が行われる
とともに、重要事項の審議・決議を行っております。当事業年度の取締役会は14
回開催されました。
取締役会とは別に毎月１回以上、当社の業務執行取締役及び主な幹部社員によ

る会議を開催し、当社の経営状況や経営課題に関してより具体的に情報共有し、
活発な質疑応答、意見交換を通して当社の職務執行の適正及び効率性の確保に努
めました。また、監査役が当会議に出席し、その内容について情報共有を図り、
意見交換を行いました。
監査役会では、代表取締役社長と定期的に業務執行の状況に関する意見交換を

行いました。監査役が重要な会議に出席した結果に関して、適宜、監査役会へ報
告するなど情報共有を図り、必要に応じて意見交換を行いました。
コンプライアンスに対する取り組みに関しては、当社の内部監査担当が、内部

監査計画に基づき、各部門に対して法令、定款、規程等の遵守状況の監査を行い、
その結果を代表取締役社長、監査役会に対して報告し、必要に応じて改善を行っ
ております。

７．会社の支配に関する基本方針
当社は、財務及び事業の方針の決定を支配する者は、安定的な成長を目指し、企

業価値の極大化・株主共同の利益の増強に経営資源の集中を図るべきと考えており
ます。
現時点では特別な買収防衛策は導入いたしておりませんが、今後も引き続き社会

情勢等の変化を注視しつつ弾力的な検討を行ってまいります。
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８．剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は創業以来、株主に対する剰余金の配当を実施しておりません。また、今後

も当面は、企業体質の強化及び研究開発活動の継続的な実施に備えた資金の確保を
優先し、剰余金の配当は行わない方針であります。
一方で、株主への利益還元については、当社の重要な経営課題と認識しており、

将来的には経営成績及び財政状態を勘案しつつ剰余金の配当を検討する所存であり
ます。

（注）本事業報告中の記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表
（2022年３月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

前 払 費 用

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

工具、器具及び備品

減 価 償 却 累 計 額

土 地

投資その他の資産

差 入 保 証 金

長 期 前 払 費 用

1,280,807

1,268,492

5,513

6,801

43,545

39,933

28,686

1,724

3,217

△9,127

15,432

3,611

3,021

590

流 動 負 債 91,190

未 払 金 69,343

未 払 法 人 税 等 19,886

預 り 金 1,961

負 債 合 計 91,190

（純資産の部）

株 主 資 本 1,232,411

資 本 金 3,352,327

資 本 剰 余 金 3,332,327

資 本 準 備 金 3,332,327

利 益 剰 余 金 △5,451,943

その他利益剰余金 △5,451,943

繰越利益剰余金 △5,451,943

自 己 株 式 △300

新 株 予 約 権 750

純 資 産 合 計 1,233,161

資 産 合 計 1,324,352 負 債 純 資 産 合 計 1,324,352
（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書
（2021

2022
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

事 業 収 益 300,000

事 業 費 用

研 究 開 発 費 940,785

そ の 他 の 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 320,677 1,261,462

営 業 損 失 （△） △961,462

営 業 外 収 益

受 取 利 息 70

そ の 他 120 190

営 業 外 費 用

為 替 差 損 914

株 式 交 付 費 1,879 2,793

経 常 損 失 （△） △964,064

税 引 前 当 期 純 損 失 （△） △964,064

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 3,237 3,237

当 期 純 損 失 （△） △967,302
（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書
（2021

2022
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 資本剰余金合計
その他利益剰余金

利益剰余金合計
繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 3,291,042 3,271,042 3,271,042 △4,484,641 △4,484,641

当 期 変 動 額
新 株 の 発 行
（新株予約権の行使） 61,285 61,285 61,285

当 期 純 損 失 （△） △967,302 △967,302

自 己 株 式 の 取 得
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 61,285 61,285 61,285 △967,302 △967,302

当 期 末 残 高 3,352,327 3,332,327 3,332,327 △5,451,943 △5,451,943

株 主 資 本
新株予約権 純資産合計

自己株式 株主資本合計

当 期 首 残 高 △126 2,077,315 1,411 2,078,727

当 期 変 動 額
新 株 の 発 行
（新株予約権の行使） 122,571 122,571

当 期 純 損 失 （△） △967,302 △967,302

自 己 株 式 の 取 得 △173 △173 △173
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △661 △661

当 期 変 動 額 合 計 △173 △844,903 △661 △845,565

当 期 末 残 高 △300 1,232,411 750 1,233,161

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

― 24 ―



個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
（1）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 定率法によっております。ただし、建物（建

物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以
降に取得した建物附属設備及び構築物につい
ては、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 ９年～34年
構築物 ９年
工具、器具及び備品 ４年～15年

（2）収益及び費用の計上基準
当社は、医薬品の研究開発を行っており、ライセンス契約等に基づく契約一

時金及びマイルストーン収入を得ております。
契約一時金は、履行義務が一時点で充足される場合にはライセンスを付与し

た時点で収益を認識しており、マイルストーン収入はマイルストーン達成時に
収益を認識しております。
なお、マイルストーン収入は、事後に収益の重大な戻入が生じる可能性を考

慮し、契約上定められたマイルストーンが達成された時点で収益として認識し
ております。

（3）その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
① 繰延資産の処理方法

株式交付費 支出時に全額費用として処理しております。
② 外貨建金銭債権債務 期末日の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しております。
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２．会計方針の変更
(収益認識に関する会計基準等の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下

「収益認識会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又は
サービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると
見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定

める経過的な取扱いに従っておりますが、繰越利益剰余金の当期首残高へ与える影
響はありません。また、当事業年度の損益に与える影響もありません。

３．会計上の見積りに関する注記
固定資産の減損
⑴ 当事業年度の計算書類に計上した金額 有形固定資産 39,933千円
⑵ 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
減損の要否に係る判定単位である独立したキャッシュ・フローの生成単位につい

ては、単一事業であるため全社を一つの単位として資産のグルーピングを行ってお
ります。
固定資産に減損の兆候が存在する場合、その減損の要否の判定は、将来の事業計

画により見積もられた将来キャッシュ・フローを基礎として行うことになります。
当該将来事業計画は、新型コロナウイルス感染症の拡大や収束時期の見通し、将来
の経済情勢や経営環境の著しい変化、これらの各パイプラインへの影響などによる
重要な不確実性を考慮に入れた一定の仮定のもとで策定しております。
これらの仮定は上記の重要な不確実性による影響を受けることにより翌事業年度

に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があります。

４．貸借対照表に関する注記
該当事項はありません。

５．損益計算書に関する注記
該当事項はありません。
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６．株主資本等変動計算書に関する注記
（1）当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数

普通株式 5,419,600株
（2）当事業年度の末日における自己株式の種類及び数

普通株式 157株
（3）剰余金の配当に関する事項

該当事項はありません。
（4）当事業年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していない

ものを除く。）の目的となる株式の種類及び数
普通株式 75,000株

７．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
未払事業税 5,232千円
繰越欠損金 1,626,887千円

繰延税金資産小計 1,632,120千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △1,626,887千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △5,232千円

評価性引当額小計 △1,632,120千円
繰延税金資産合計 －千円
繰延税金資産の純額 －千円
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８．金融商品に関する注記
（1）金融商品の状況に関する事項
① 金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については短期的な預金に限定し、資金調達については直
接金融による市場調達等による方針であります。
② 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク

外貨建ての現金及び預金は、為替変動リスクに晒されております。
金銭債務である未払金は、一部、外貨建てのものがあり為替変動リスクに晒

されております。
③ 金融商品に係るリスク管理体制
（ⅰ）信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、営業債権について、取引先の状況を定期的にモニタリングし、取
引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による
回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

（ⅱ）市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社は、外貨建ての債権債務に係る為替変動リスクについて、為替相場の

状況を継続的に把握しております。
（ⅲ）資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリス

ク）の管理
当社は、担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流

動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合に
は合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変
動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該
価額が変動することがあります。

（2）金融商品の時価等に関する事項
現金及び預金、未払金、未払法人税等は、短期間で決済されるため時価が帳簿

価額に近似することから、注記を省略しております。

（3）金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
該当事項はありません。

― 28 ―



９．収益認識に関する注記
（1）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

開発パイプライン 一 時 点 で
移 転 さ れ る 財

一定の期間にわたり
移 転 さ れ る 財 合計

DFP-14323 200,000 － 200,000
DFP-17729 100,000 － 100,000
合計 300,000 － 300,000

（2）顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「１．重要な会計方針に係る事項
に関する注記（2）収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。

（3）当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
該当事項はありません。

10．関連当事者との取引に関する注記
該当事項はありません。

11．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たりの純資産額 227円41銭
（2）１株当たりの当期純損失 178円58銭

12．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2022年５月13日
Delta-Fly Pharma株式会社
取締役会 御中

三優監査法人
大阪事務所

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 古 藤 智 弘
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 西 川 賢 治

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、Delta-Fly Pharma株式会社の2021

年４月１日から2022年３月31日までの第12期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）
について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されて
いる。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、ま
た、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十
分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を

作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセス
の整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査

法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるか
どうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があ
るかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、
その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類

等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書
類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬によ

る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から
計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性が
あり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる
場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性
に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、
並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定

を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を
除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。
以 上
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監査役会の監査報告
監 査 報 告 書

当監査役会は、2021年４月１日から2022年３月31日までの第12期事業年度の取締役の職務の執
行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、監査役全員の一致した意見とし
て、本監査報告書を作成し、以下の通り報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果につ

いて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従
い、取締役、内部監査部門その他使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の
整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につい
て報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事
業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する
ための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なもの として会社法施行
規則第100条第1項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該
決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等か
らその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見
を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証す
るとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明
を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するため
の体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平
成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じ
て説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたし
ました。
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２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているも
のと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認
められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部
統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべ
き事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人三優監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2022年５月13日
Delta-Fly Pharma株式会社 監査役会
常勤社外監査役 前 田 真 明 ㊞
監 査 役 木 村 正 弥 ㊞
社 外 監 査 役 山 本 昇 平 ㊞

以 上
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株主総会参考書類

第１号議案 定款一部変更の件
１．変更の理由
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに
規定する改正規定が2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供
制度導入に備えるため、次の通り当社定款を変更するものであります。
（1）変更案第15条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子

提供措置をとる旨を定めるものであります。
（2）変更案第15条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事

項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
（3）株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第15

条）は不要となるため、これを削除するものであります。
（4）上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
２．変更の内容

変更の内容は次の通りであります。
（下線は変更箇所）

現行定款 変更案
（株主総会参考書類等のインターネット開示とみ
なし提供）
第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株

主総会参考書類、事業報告、計算書類
及び連結計算書類に記載又は表示をす
べき事項に係る情報を、法務省令に定
めるところに従いインターネットを利
用する方法で開示することにより、株
主に対して提供したものとみなすこと
ができる。

＜削 除＞

＜新 設＞
（電子提供措置等）
第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株

主総会参考書類等の内容である情報に
ついて、電子提供措置をとるものとす
る。

２ 当会社は、電子提供措置をとる事項の
うち法務省令で定めるものの全部又は
一部について、議決権の基準日までに
書面交付請求した株主に対して交付す
る書面に記載しないことができる。
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現行定款 変更案

＜新 設＞
（附則）
１．定款第15条の変更は、会社法の一部を改正
する法律（令和元年法律第70号）附則第１
条ただし書きに規定する改正規定の施行の日
である2022年９月１日（以下「施行日」と
いう）から効力を生ずるものとする。

２．前項の規定にかかわらず、施行日から６か月
以内の日を株主総会の日とする株主総会につ
いては、定款第15条（株主総会参考書類等
のインターネット開示とみなし提供）はなお
効力を有する。

３．本附則は、施行日から６か月を経過した日又
は前項の株主総会の日から３か月を経過した
日のいずれか遅い日後にこれを削除する。
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第２号議案 取締役８名選任の件
取締役全員（８名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役８名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次の通りであります。

候補者
番 号

ふ り が な

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所有する
当 社 の
株 式 数

１ 江
え
島
しま

淸
きよし

（1949年８月20日）

1976年４月 大鵬薬品工業㈱入社
2005年９月 同社 取締役開発センター長
2007年９月 同社 取締役徳島研究センター長
2010年８月 徳島大学産学官連携推進部

客員教授（現任）
2010年12月 当社代表取締役社長就任（現任）

775,000株

２ 飯
いい

塚
づか

健
けん
蔵
ぞう

（1963年３月１日）

1988年４月 大鵬薬品工業㈱入社
2006年１月 同社 開発三部部長
2012年４月 当社入社 臨床開発部長 兼 東京事務

所長
2013年２月 当社取締役就任

臨床開発担当 兼 東京事務所長
2015年７月 当社取締役常務管理本部長就任
2017年６月 当社代表取締役専務就任 研究開発管掌
2020年６月 当社取締役就任 研究開発部門担当（現任）

85,000株

３ 松
まつ

枝
えだ

康
やす
雄
お

（1960年９月２日）

1983年４月 日本ケミファ㈱入社
1985年４月 日本スクイブ㈱（現ブリストル・マイヤ

ーズ スクイブ㈱）入社
2013年10月 富士製薬工業㈱入社
2016年８月 当社入社 財務事業開発担当
2017年６月 当社取締役就任 管理管掌
2020年６月 当社取締役就任 事業戦略部門担当（現任）

－

４ 黒
くろ

滝
たき

健
けん
一
いち

（1965年６月29日）

1989年４月 日本勧業角丸証券㈱（現みずほ証券㈱）入社
2011年７月 同社 引受部 副部長
2013年１月 同社 IB業務推進グループ及び投資銀行

業務管理部 ディレクター
2014年４月 同社 企業推進第二部 ディレクター
2019年９月 当社入社 管理・財務担当
2020年６月 当社取締役就任 管理部門担当（現任）

－

５ 板
ばん

東
どう

良
よし
彦
ひこ

（1948年12月27日）

1971年４月 大鵬薬品工業㈱入社
2009年４月 多摩市立コミュニティセンター

ゆう桜ケ丘 事務長 就任
2016年６月 当社社外取締役就任（現任）

－
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候補者
番 号

ふ り が な

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所有する
当 社 の
株 式 数

６ 岸
きし

井
い
幸
さち
生
お

（1979年１月23日）

2002年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人
トーマツ）入所

2007年10月 岸井幸生公認会計士事務所設立
代表（現任）

2008年２月 税理士法人LBAパートナーズ設立
代表社員就任（現任）

2010年４月 LBAアドバイザリー㈱
代表取締役就任（現任）

2017年６月 当社社外取締役就任（現任）
2020年６月 元旦ビューティ工業㈱

社外監査役就任（現任）
2021年９月 ㈱タウンニュース社

社外取締役就任（現任）
（重要な兼職の状況）
岸井幸生公認会計士事務所 代表
LBAアドバイザリー㈱ 代表取締役

－

７
こ みなみ きんいちろう

小 南 欽一郎
（1967年１月20日）

1994年７月 英国 王立癌研究所 博士取得後研究員
1998年９月 九州大学 生体防御医学研究所

文部教官助手
2001年６月 野村證券㈱入社

野村リサーチ・アンド・アドバイザリー㈱出向
2015年８月 みずほ証券㈱ 法人グループ ディレクター
2017年９月 テック＆フィンストラテジー㈱設立

代表取締役就任（現任）
2017年９月 セルスぺクト㈱ 社外取締役就任（現任）
2018年６月 当社社外取締役就任（現任）

㈱ペルセウスプロテオミクス
社外取締役就任（現任）

2019年８月 ㈱Veritas In Silico
社外取締役就任（現任）

2021年２月 ㈱MoroActive 社外取締役就任（現任）
2021年８月 ㈱イーガイア 社外取締役就任（現任）
2021年12月 ㈱再生医療iPS Gateway Center

社外取締役就任（現任）
2022年２月 ㈱TransMed 取締役就任（現任）
（重要な兼職の状況）
テック＆フィンストラテジー㈱ 代表取締役

－

８ 谷
たに

口
ぐち

明
あき
史
ひと

（1976年10月28日）

2004年10月 北浜法律事務所（現北浜法律事務所・外
国法共同事業）入所

2007年１月 弁護士法人北浜法律事務所東京事務所移籍
2012年１月 同事務所 パートナー弁護士就任（現任）
2017年12月 ㈱アーバンビジョン（現㈱Liv-up）

社外監査役就任（現任）
2021年６月 当社社外取締役就任（現任）

－
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（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．板東良彦氏、岸井幸生氏、小南欽一郎氏及び谷口明史氏は、社外取締役候補者であります。
３．社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
① 板東良彦氏は、製薬企業での豊富な経験と知識や公共施設での運営をもとに、業務を執行
する経営陣に対して独立した客観的視点から当社の経営に対する助言及び意見をいただく
ことが期待されるため、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏
は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、
上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しており
ます。

② 岸井幸生氏は、公認会計士及び税理士としての豊富な経験と実績をもとに、業務を執行す
る経営陣に対して独立した客観的視点から当社の経営に対する助言及び意見をいただくこ
とが期待されるため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

③ 小南欽一郎氏は、バイオ分野における国内外での研究経験に加えて、バイオベンチャー企
業への投資銀行業務等で培った専門的知識と経験をもとに、業務を執行する経営陣に対し
て独立した客観的視点から当社の経営に対する助言及び意見をいただくことが期待される
ため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

④ 谷口明史氏は、弁護士としての豊富な経験と実績をもとに、業務を執行する経営陣に対し
て独立した客観的視点から当社の経営に対する助言及び意見をいただくことが期待される
ため、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は、過去に社外役
員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由によ
り、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。

４．板東良彦氏、岸井幸生氏、小南欽一郎氏及び谷口明史氏は、現在、当社の社外取締役であり
ますが、それぞれの社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって板東良彦氏が
６年、岸井幸生氏が５年、小南欽一郎氏が４年、谷口明史氏が１年となります。

５．当社は、板東良彦氏、岸井幸生氏、小南欽一郎氏及び谷口明史氏を東京証券取引所の定めに
基づく独立役員として届け出ております。各氏が再任された場合は、当社は引き続き各氏を
独立役員とする予定であります。

６．当社は、社外取締役候補者の板東良彦氏、岸井幸生氏、小南欽一郎氏及び谷口明史氏との間
で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する
契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項
に定める最低責任限度額としており、各氏が再任された場合は、当該契約を継続する予定で
あります。

７．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を、保険会社との間
で締結しており、今後2023年１月に当該契約を更新する予定であります。当該保険契約で
は、被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して
損害賠償請求がなされた場合に、被保険者が負担することとなる損害賠償金及び争訟費用等
の損害を補填することとしており、その他の内容につきましては、事業報告（13ページを参
照）に記載の通りであります。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約
の被保険者に含められることとなります。
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第３号議案 監査役３名選任の件
監査役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、監査役３名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次の通りであります。

候補者
番 号

ふ り が な

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位
（重要な兼職の状況）

所有する
当 社 の
株 式 数

１ 前
まえ

田
だ
真
まさ
明
あき

（1957年１月６日）

1980年４月 ㈱阿波銀行入行
1999年１月 同行 瀬戸支店長
2010年４月 同行 監査部検査役
2017年４月 綜合警備保障㈱入社
2020年６月 当社監査役就任（現任）

－

２ 木
き
村
むら

正
まさ
弥
や

（1956年２月12日）

1984年４月 藤沢薬品工業㈱（現 アステラス製薬㈱）
入社

1993年１月 ㈱そーせい（現 そーせいグループ㈱）
入社 企画部長

2001年11月 ㈲アイ・エム・ケー（現 ㈱アイ・エ
ム・ケー・ライフサイエンス）設立
代表取締役就任（現任）

2011年４月 当社顧問就任
2011年10月 当社取締役就任
2014年６月 当社監査役就任（現任）
（重要な兼職の状況）
㈱アイ・エム・ケー・ライフサイエンス 代表取締役

15,000株

３ 山
やま

本
もと

昇
しょう

平
へい

（1980年６月３日）

2006年10月 経済同友会入職
2010年５月 ファイザー㈱入社
2013年12月 ㈱クッキングサン（現 ㈱Necusto）

代表取締役就任（現任）
2015年２月 当社監査役就任（現任）
（重要な兼職の状況）
㈱Necusto 代表取締役

－

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．前田真明氏及び山本昇平氏は、社外監査役候補者であります。
３．社外監査役候補者とした理由
① 前田真明氏は、銀行での豊富な経験と実績を活かし、業務執行を行う経営陣に対して独立
した客観的視点から当社の経営に対する助言及び意見をいただきたいため、選任をお願い
するものであります。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に
関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役として、その職務を適切
に遂行できるものと判断しております。

② 山本昇平氏は、製薬企業での経験や豊富な経営実績を活かし、業務執行を行う経営陣に対
して独立した客観的視点から当社の経営に対する助言及び意見をいただきたいため、選任
をお願いするものであります。

４．前田真明氏及び山本昇平氏は、現在、当社の社外監査役でありますが、それぞれの社外監査
役としての在任期間は、本総会終結の時をもって前田真明氏が２年、山本昇平氏が７年４ヶ
月となります。

５．当社は、前田真明氏及び山本昇平氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出
ております。各氏が再任された場合は、当社は引き続き各氏を独立役員とする予定でありま
す。
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６．当社は、前田真明氏、木村正弥氏及び山本昇平氏との間で、会社法第427条第１項の規定に
基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約
に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としており、
各氏が再任された場合は、当該契約を継続する予定であります。

７．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を、保険会社との間
で締結しており、今後2023年１月に当該契約を更新する予定であります。当該保険契約で
は、被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して
損害賠償請求がなされた場合に、被保険者が負担することとなる損害賠償金及び争訟費用等
の損害を補填することとしており、その他の内容につきましては、事業報告（13ページを参
照）に記載の通りであります。各候補者が監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約
の被保険者に含められることとなります。
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第４号議案 補欠監査役１名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選任を

お願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次の通りであります。

ふ り が な

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位
（重要な兼職の状況）

所有する
当 社 の
株 式 数

こ ばやし かつ ゆき

小 林 克 行
（1982年９月６日）

2004年３月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマ
ツ）入所

2010年１月 公認会計士小林克行事務所設立 代表（現任）
2016年３月 ベリフィケーションテクノロジー㈱

社外監査役就任（現任）
2017年８月 あかりパートナーズ㈱設立 代表取締役就任（現任）
2019年３月 ㈱ジェクスヴァル 会計参与就任（現任）
2019年12月 小林克行税理士事務所設立 代表（現任）
（重要な兼職の状況）
公認会計士小林克行事務所 代表
あかりパートナーズ㈱ 代表取締役
小林克行税理士事務所 代表

―

（注）１．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．小林克行氏は、補欠の社外監査役候補者であります。また、同氏は東京証券取引所の定めに
基づく独立役員の要件を満たしておりますので、同氏が社外監査役に就任した場合には、独
立役員として指定する予定であります。

３．小林克行氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、公認会計士及び税理士としての豊富な
経験と実績をもとに、業務執行を行う経営陣に対して独立した客観的視点から当社の経営に
対する助言及び意見をいただきたいため、選任をお願いするものであります。

４．小林克行氏が監査役に就任した場合には、当社と同氏との間で、会社法第427条第１項の規
定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は同法第425条第１項に定める最低責任限度
額といたします。

５．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を、保険会社との間
で締結しており、今後2023年１月に当該契約を更新する予定であります。当該保険契約で
は、被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して
損害賠償請求がなされた場合に、被保険者が負担することとなる損害賠償金及び争訟費用等
の損害を補填することとしており、その他の内容につきましては、事業報告（13ページを参
照）に記載の通りであります。小林克行氏が監査役に就任した場合は、当該契約の被保険者
に含められることとなります。

以 上
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アミコビル●

八百屋町
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徳島駅クレメント駐車場
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JR HOTEL CLEMENT TOKUSHIMA
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バスターミナル

市立体育館
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JR徳島駅
ショッピングセンター

城山

新町川

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図
会場：徳島県徳島市寺島本町西１丁目61番地

JRホテルクレメント徳島 ４階 クレメントホール
TEL 088－656－3111

交通 JR徳島駅 徒歩0分
徳島空港 車で約25分
徳島港 車で約15分
本四道路鳴門インター 車で約30分
徳島自動車道徳島インター 車で約15分

新型コロナウイルスに関するお知らせ
新型コロナウイルスの感染症拡大が続いております。
本株主総会にご出席される株主様は、株主総会開催日現在の感染状況やご自身の体
調をお確かめの上、マスク着用などの感染予防対策にご配慮いただきますようお願
い申し上げます。
また、本株主総会会場において、感染予防のための措置を講じる場合もありますの
で、ご協力のほどお願い申し上げます。


